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校務 DX推進事業 公募型プロポーザル実施要領 

 

１．事業の目的 

 豊見城市教育委員会（以下、「本市教育委員会」という。）では、校務支援システムをネットワークの境

界層分離によってセキュリティを担保し業務を行ってきました。 令和元年度から GIGA スクール構想の

実現に伴い整備された ICT 環境を基盤とした DX（デジタルトランスフォーメーション）を推進するにあた

り、セキュリティモデルをゼロトラストセキュリティへ移行し、教職員の利便性とセキュリティを両立させ、業

務効率の向上を図ることを本事業の目的とする。 

 

２．委託事業者選定の基本方針 

 価格のみではなく事業者の業務実績、技術力、企画力、創造性等の要素も勘案し、総合的な見地か

ら判断して最も優れた成果が期待できる事業者を選定するプロポーザル方式を実施することで、教職員

の業務効率性の向上を図る。なお、プロポーザルにあたっては広く提案を募るため、募集情報をホーム

ページに掲載し公募型により実施する。 

 

３．業務の内容に関する事項 

 (1)事業名称 校務 DX推進事業 

 (2)業務場所 豊見城市内 小中学校（１２校） 

 (3)業務概要及び履行期間 

  別添 仕様書 校務 DX推進事業 仕様書参照のこと。 

 (4)見積限度額 11,484,000円（消費税及び地方消費税含む） 

  ※この金額は上限額であり、必ずしも契約金額と同額ではない。また、受注者が業務を遂行するに

あたり必要となる経費は契約金額に含まれるものとし、本市は契約金以外の費用を負担しない。 

 (5)市から提供または貸与する物品等について 

必要な資料及びデータ等については、本市が妥当と判断する範囲内において受注者へ提供また

は貸与する。 

  

３．スケジュール（予定） 

 (1)事業公募        令和 8年 ５月１２日（火）から 

 (2)質疑受付締切     令和 8年 ５月２５日（月）17時まで 

 (3)質疑に対する回答   令和 8年 ５月２７日（水） 

 (4)参加申込書提出期限  令和 8年５月２９日（金）17時まで 

 (5)企画提案書提出期限  令和 8年６月１２日（金）17時まで 

 (6)開催通知    令和 8年 ６月１５日（月） 

 (7)プレゼン開催   令和 8年 ６月２９日（月）（予定） 

 (8)構築業務完了期限   令和９年 ３月１２日（金） 
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５．応募手続き等に関する事項 

 (1)応募条件 

  次に掲げる条件の全てに該当すること 

  ①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第 1項各号の規定に該当しない者であ

ること。 

②会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の規定による会社更生手続開

始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 

  ③民間企業、ＮＰＯ法人、その他の法人又は法人以外の団体等であって、業務を確実に遂行する

に足りる能力を有するものであること。 

④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２項に規定

する暴力団及びその団体の構成員等警察当局から排除要請を受けていないこと。 

⑤国税及び地方税の滞納がないこと。 

⑥地方自治体または教育委員会において、ゼロトラスト基盤構築または Google Workspace 

 Enterprise/Education Plusの導入実績を有すること。 

⑦情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）等の認証を取得していること 

⑧沖縄県内に事業所を有し緊急時に迅速なオンサイト保守（現地サポート）が可能な体制を 

整えていること。 

 (2)応募方法 

  ①提出書類 

№ 名称 参考様式 留意事項 提出部数 

１ 企画提案参加申込書 様式１ 下記②ア 

原本１部、 

写し 5部 

２ 企画提案書 任意様式 〃 イ 

３ 法人登記簿謄本 － 〃 ウ 

４ 事業者概要 任意様式 〃 エ 

５ 納税証明書 － 〃 オ 

６ 業務実績書 様式 2 〃 カ 

７ 直近の財務諸表 － 〃 キ 

8 見積書 様式 3 〃 ク 

9 機能要件確認書（SIEM） 様式 4 〃 ケ 

  ②記載に係る留意事項 

   ア．企画提案参加申込書（様式 1）・・・本業務の主となる担当者と本案件について 

確実に連絡が取れる者を記入する。 

イ．企画提案書 

・企画提案書は、Ａ４版とする（任意様式）。 

・提案書は、仕様書を確認のうえ、記述している要件に基づき作成すること。 

・企画提案書の必須記載項目は、別紙１「評価項目一覧」における「評価基準（提案要求事

項）」のとおりとする。なお、企画提案書の記載順は、当該項目の記載順に従うこととし、また、
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各項目には評価項目一覧に対応する項番を付すこととする。 

・企画提案書（正本）は、社名入りの表紙を付けること。企画提案書（副本）は、表紙や目次の

ほか、本文中や各ページのヘッダー・フッターにも社名及び社名を類推させるロゴ等を一

切記載しないこと。 

・企画提案書の編綴の方法は自由とする。 

ウ．法人登記簿謄本・・・提出日から起算して３ヵ月以内に発行された正本とその写し 

エ．事業者概要（任意様式）・・・会社概要、パンフレットも可 

オ．納税証明書・・・（国税及び地方税） 

    ※滞納がないことを証明する令和６年 納税証明書によること 

    ※当該市町村において、上記様式がない場合は各市町村民税の納付を証する証明書様式にて

提出すること 

    ※共同企業体で参加する場合、共同企業体の構成員となる企業についても法人登記簿謄本、

団体概要、税関係書類を提出すること 

カ．業務実績書（様式 2）・・・過去５年以内の同種業務（学校 NW 構築、運用保守業務も可）の

実績（最大３件）について 1枚にまとめること。 

キ．直近の財務書類・・・直近事業年度の決算報告書等 

ク．見積書（様式 3）・・・サービス利用料、その他必要な費用を記載すること。 

ケ．機能要件確認書（様式 4）・・・本業務で導入する SIEM が、本市が求める機能要件を満たす

か、説明すること。必要に応じて備考欄にて注釈を入れること。 

③提出先 ：豊見城市教育委員会 教育指導課 

901-0292 豊見城市宜保一丁目 1番地 1 ４階 

  ④提出方法：郵送 または 上記提出先へ持参 

        ※持参による場合は、土日祝祭日を除く 9 時～12 時、13 時～17 時受付。郵送、持参とも

提出期限内必着。期限以降の提案書は受け付けない。 

 (3)募集期間 

  ①参加申込書：令和 8年 ５月１２日（火） から 令和 8年 ５月２９日（金）17時まで 

  ②企画提案書：令和 8年 ６月１２日（月）17時まで 

 (4)質問の受付 

  ①質問期間：令和 8年５月２７日（水）17時まで 

  ②提出方法；質問書（様式 5）に質問を記載のうえ、電子メールにて提出 

※メールアドレスは本要項最終ページ参照 

  ③回答方法；質問者及び参加申込者全員に対し、令和 8 年 ５月２７日（水）までに質問事項及び回

答を市ホームページにて回答する。ただし、企画提案書の作成に関する質問のうち、

申込者の技術提案内容に係る事項等については、質問を行った者にのみ回答する

ことがある。なお、質問した事業者名は公表しない。 

 (5)その他 

①提案に関する費用、条件等 

ア．本プロポーザル参加者は、複数の企画提案をすることはできない。 
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イ．企画提案書の作成及びプレゼンテーションへの出席等に要した一切の費用は、参加者の負

担とする。 

ウ．提出された企画提案書は、豊見城市情報公開条例に基づき、非公開情報（個人情報、法人

の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象となる。 

エ．すべての企画提案書は返却しない。 

オ．提出書類の著作権は、参加者に帰属する。ただし、本市がプロポーザルに関する報告、公

表等のために必要な場合は、参加者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるも

のとする。 

カ．提出された企画提案書は、審査・業者選定の用以外に応募者に無断で使用しない（豊見城

市情報公開条例に基づく公開を除く）。 

キ．期限後の提出、修正・変更・差替等は一切認めない。 

ク．本プロポーザルは優先交渉権者の特定を目的に実施するものである。業務を実施するにあ

たっては、本市と協議して進めていくものとし、提案された内容を全て実施するものではない。 

ケ．企画提案書提出事業者が１者のみとなった場合でも、本プロポーザルでの選定は実施する。 

コ．参加申請後に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

第２条第２項に規定する暴力団及びその団体の構成員等警察当局から排除要請を受けた者

の公募型プロポーザルは無効とする。 

 

６．プレゼンテーション・ヒアリング審査に係る事項 

(1)実施日時 

実施日時については、参加申込を締め切った後、個別に書面で通知する。プレゼンテーション参

加資格無と判断した場合は書面による通知は行わない。 

 (2)実施場所 

  市役所本庁舎内会議室 

(3)時間配分及び実施内容 

各参加者概ね３５分程度、プレゼンテーションにより「提案書」の内容を提案者より説明のうえ、評価

者によるヒアリングを実施し、審査を行う（プレゼンテーション２０分、ヒアリング１５分）。各事業の持

ち時間は、本プレゼン参加人数で多少前後する可能性があることに留意すること。 

(4)実施方法 

  ①提案説明者は4人以内とし、本業務を担当する者を必ず含めること。 

  ②オンライン提案について、Web 会議ツールを利用して実施することができる。この場合、提案者は

１名以上来庁し、PC 等実施する環境を準備し操作すること（大型液晶のみ事務局にて準備す

る）。オンラインで参加する提案者の人数は問わない。ただし、通信不良等による映像及び音声

の乱れ、中断は考慮しない。 

 

７．選定及び契約に係る事項 

(1)選定基準 

審査は、次に示す観点から、総合的に公平かつ客観的な審査を行うものとする。評価項目は別
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紙１「評価項目一覧」に記載のとおりとする。 

(2)優先交渉権者の選定方法 

選定委員会の各委員が提案者ごとに審査し順位を定めたうえで、順位を第１位とした委員の数

が最も多い提案者を優先交渉権者に選定する（豊見城市プロポーザル方式の実施に関する要領

第 16条第 1項第 1号）。 

第 1位とした人数が同数の場合、総合得点が高いものを優先交渉権者に選定する。総合得点も

同点の場合は、委員長がくじにより選定する。 

   ※ただし、優先交渉権者の総合得点が満点の 60％に満たない場合は、受託候補者として 

特定しない。 

 (3)契約の方法 

豊見城市は、原則として上述の優先交渉権者と、仕様書及び企画提案書に沿って契約内容に

ついて協議を行い、協議が整った場合には豊見城市契約規則に基づき契約を締結する。 

ただし、優先交渉権者との間で、必要な協議が合意に至らなかった場合または応募書類の記載

内容に虚偽があった場合は、次順位以降の者を繰り上げてその者と契約に向けた協議を行うもの

とする。 

 (4)委託料の支払 

   契約期間後、業務の完了後、受注者の請求に基づき支払うこととする。 

(5)失格事由 

次のいずれかに該当した場合は、選定対象から除外する。また、契約締結後に下記のいずれか

に該当することが判明した場合、契約の解除を行うことがある。 

① 選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること 

② 他の参加者と企画提案の内容またはその意思について相談を行うこと 

③事業者選定終了までの間に、他の参加者に対して企画提案の内容を意図的に 

開示すること 

④ 提出書類に虚偽の記載を行うこと。 

⑤その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

(6)選定結果の通知及び公表 

    選定結果は決定後速やかに優先交渉権者に通知するほか、本市ホームページに掲載する。 

 

７．プロポーザル事務局 

豊見城市教育委員会 教育部 教育指導課 教育推進班 

〒901-0292 豊見城市宜保一丁目 1番地 1（4階） 

TEL：098-850-3543（内線：4112） 

FAX：098-850-5343 

mail: kyouikuict-g▲city.tomigusuku.lg.jp 

    ※▲は@に替えてメールはお送りください。 


